
 京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２８年１２月２８日 

京都市教育委員会   

教育長 在田正秀   

京都市教育委員会規則第５号 

   京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 第８条の３第３項前段中「前項」を「前２項」に改め，同項後段中「おいて」の右に「，

第１項中「３歳未満の子がいる教職員が当該子を養育する」とあり，及び」を加え，「ある

のは」を「あるのは，」に改める。 

 第１２条第１項各号列記以外の部分中「であって教職員と同居しているもの」を「（第２

号に掲げる者にあっては，教職員と同居しているものに限る。）」に改め，同条中第５項を

第１１項とし，第４項を第１０項とし，同条第３項中「条例第２８条第５項に規定する者」

を「要介護者」に改め，「同項に規定する」を削り，「連続する６月の期間内」を「教職員

の申出に基づき，３回を超えず，かつ，通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以

下「指定期間」という。）内」に改め，同項の次に次の６項を加える。 

４ 前項に規定する教職員の申出は，指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明

らかにして行わなければならない。 

５ 前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には，当該申出による期間の初

日から末日までの期間（第８項において「申出の期間」という。）の指定期間を指定す

るものとする。 

６ 教職員は，第４項の申出に基づき前項若しくは第８項の規定により指定された指定期

間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出（短縮の指定の申出

に限る。）に基づき次項若しくは第８項の規定により指定された指定期間を短縮して指

定することを申し出ることができる。この場合において，改めて指定期間として指定す

ることを希望する期間の末日を明らかにして申し出なければならない。 

７ 前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には，第５項，

この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日まで

の期間の指定期間を指定することができる。 

８ 第５項又は前項の規定にかかわらず，それぞれ，申出の期間又は第４項の申出に基づ



き第５項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第６項の

規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期

間（以下この項において「延長申出の期間」という。）の全期間にわたり別に定めると

ころにより介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は，当該期間を

指定期間として指定しないものとし，申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が別

に定めるところにより介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場

合は，これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。 

９ 指定期間の通算は，暦に従って計算し，１月に満たない期間は，３０日をもって１月

とする。 

 第１２条の次に次の１条を加える。 

（介護時間） 

第１２条の２ 介護時間の期間は，要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態

ごとに，連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。）

内において必要と認められる期間とする。 

２ 介護時間の時間は，前項に規定する期間内において１日につき２時間（１日を通じ，

始業の時刻から連続し，又は終業の時刻まで連続した２時間）を超えない範囲内で必要

と認められる時間とする。 

３ 介護時間の単位は，３０分とする。 

 第１３条中「及び介護休暇」を「，介護休暇及び介護時間」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２９年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の京都市教職員の給与等に関する条例施行規則第１３条の規定

により介護休暇の承認を受けた教職員であって，この規則の施行の日（以下「施行日」

という。）において当該介護休暇の初日（以下「初日」という。）から起算して６月を経

過していないものの当該介護休暇に係るこの規則による改正後の京都市教職員の給与

等に関する条例施行規則第１２条第３項に規定する指定期間（以下「指定期間」という。）

については，初日から当該教職員の申出に基づく施行日以後の日（初日から起算して６

月を経過する日までの日に限る。）までの期間を指定するものとする。 



３ 前項に規定する教職員の申出は，指定期間の末日とすることを希望する日を明らかに

して行わなければならない。 

４ 前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には，初日から当該申出による

期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。 

５ 附則第２項に規定する教職員は，附則第３項の申出に基づき前項若しくは附則第７項

の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくは

この項の申出（短縮の指定の申出に限る。）に基づき次項若しくは附則第７項の規定に

より指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合に

おいて，改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして申し

出なければならない。 

６ 前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には，初日から

当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。 

７ 附則第４項又は前項の規定にかかわらず，それぞれ，施行日から附則第３項の規定に

より申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間（以下「施行日以後の

申出の期間」という。）又は同項の申出に基づき附則第４項若しくはこの項の規定によ

り指定された指定期間の末日の翌日から附則第５項の規定による指定期間の延長の指

定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間（以下「延長申出の期間」とい

う。）の全期間にわたり別に定めるところにより介護休暇を承認することができないこ

とが明らかな場合は，当該期間を指定期間として指定しないものとし，施行日以後の申

出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が別に定めるところにより介護休暇を承認

することができないことが明らかな日である場合は，これらの期間から当該日を除いた

期間について指定期間を指定するものとする。 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 


